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公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について 

 

当社は、2018 年 2月 6日に飲料缶の取引に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委

員会の立ち入り検査を受け、以降、同委員会の調査に全面的に協力してまいりましたが、本日、同委員

会より排除措置命令および課徴金納付命令を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

本件に関しまして、お取引先様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けしまし

たことを、深くお詫び申しあげます。 

 

記 

 

１．排除措置命令の概要 

   飲料缶の取引に関して、独占禁止法第 3 条（不当な取引制限の禁止）に違反する行為があった

として、当該違反行為が消滅していることを確認し、競争秩序回復のための必要な措置および同

様の違反行為の禁止ならびに再発防止策等の必要な措置を取ることを命じられました。 

 

２．課徴金納付命令の内容 

   納付すべき課徴金の額  120 億 1,409 万円 

   納 付 す べ き 期 限  2020 年 4 月 27 日 

    

３．今後の対応 

当社は、このたびの排除措置命令および課徴金納付命令を厳粛かつ真摯に受け止め、内容を精

査するとともに、今後の対応を慎重に検討してまいります。あわせて、これまで進めてきた再発

防止への取り組みの一層の強化を図ってまいります。 

なお、2017 年 4 月 20 日に同委員会の立ち入り検査を受けた食缶の取引に関しては、本日、当社

は、将来的に独占禁止法違反につながるおそれのある行為があったとして同委員会より注意を受

けており、引き続き法令遵守の徹底に努めてまいります。 

 

以 上 
 


